募集案内
「県立学校業務支援員」
	応募資格
	1 任用の日に本校に勤務可能な方
2 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項のいずれにも該当しない方
ア　禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
イ　兵庫県において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
ウ　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者

	職務内容
	教員（教頭を含む）の業務補助等
（授業準備、情報処理、校務運営委員会等の準備、文書作成、会議準備等）

	任用期間
	令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）
勤務実績に基づく能力実証等により、２回を上限に再度の任用を行う場合があります。

	勤務条件等
	1 報酬　：1時間あたり1,320円～1,380円（地域手当を含みます）
　　　　　 （経歴及び勤務地に応じて決定します）
2 通勤交通費
支給限度額の範囲内で実費支給
3 勤務時間
年間６３０時間　
4 休暇
年次有給休暇　有り
その他の各種休暇（有給・無給）あり

	その他
	1 地方公務員法に基づく一般職の地方公務員として服務の規定が適用され、かつ、懲戒処分等の対象となります。
2 営利企業への従事（兼業）を行うことができます。ただし、兼業についての届出が必要になるとともに、以下のような場合に該当しないよう注意してください。
· 兼業先の業務が、信用失墜行為にあたるおそれがある場合。
· 兼業先の業務が、公務の公正な遂行に害するおそれがある場合。
· 兼業先の業務が、職務の遂行に支障を来すおそれがある場合。



